
美郷町公共施設予約システムの利用手続等に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、美郷町公共施設予約システム（町が管理する施設

の予約及び空き情報の検索を行うシステムをいう。以下「予約システ

ム」という。）の利用手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象施設等） 

第２条 予約システムにより利用の予約を行うことができる施設（以下

「対象施設等」という。）は、別表のとおりとする。 

（利用者の登録） 

第３条 予約システムにより対象施設等の利用の予約（以下「利用予

約」という。）を行おうとする者は、あらかじめ、利用者の登録（以

下「利用者登録」という。）をしなければならない。 

２ 利用者登録ができるものは、次に掲げる登録の区分に応じ、当該各

号に定めるものとする。 

(１) 団体登録 15歳以上の者（中学生を除く。）が代表者である団

体 

(２) 個人登録 15歳以上の者（中学生を除く。） 

（登録の申請） 

第４条 利用者登録をしようとする者は、予約システムによりオンライ

ン登録申請するか、美郷町公共施設予約システム利用者登録申請書兼

変更・廃止届（様式第１号以下「申請届出書」という。）を町長に提

出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請した者が本人

であることを確認できる書類の提示を求めることができる。 

（利用者登録） 

第５条 町長は、前条第１項の規定による申請を適当と認めたときは、

利用者登録を行うものとする。 

２ 町長は、利用登録を受けた者（以下「利用登録者」という。）に利

用者ＩＤとパスワードを付与する。 



３ 利用登録者は、付与された利用者ＩＤを亡失したときは、美郷町公

共施設予約システム利用者ＩＤ等亡失届（様式第２号）を町長に提出

するものとする。 

４ 同条第３項について、町が別に提供する電子申請システムにより提

出することができる。 

（登録内容の変更） 

第６条 利用登録者は、前条の規定により登録内容を変更しようとする

ときは、速やかに、申請届出書により、町長に届け出なければならな

い。ただし、町長が認めた内容の変更は、予約システムに必要事項を

入力することにより届出をすることができる。 

（登録の廃止） 

第７条 利用登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、申請届

出書を町長に提出しなければならない。 

２ 前項について、第５条第４項の規定を準用できるものとする。 

（利用登録者の禁止行為） 

第８条 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 虚偽の申請をすること。 

(２) 偽りその他不正な手段により予約システムを利用すること。 

(３) 施設の管理に関する条例又は規則に違反すること。 

(４) 利用の権利を譲渡又は転貸すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、予約システムに支障を及ぼすおそ

れのあること。 

（登録の抹消） 

第９条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、

登録を抹消することができる。 

(１) 第７条の規定による届出があったとき。 

(２) 前条の禁止行為をしたと認められたとき。 

(３) 利用登録者が死亡したとき。 

(４) 登録内容の変更を届け出ない等の利用登録者の責めに帰すべき

事由により、利用登録者への通知及び連絡を行うことができないと



き。 

(５) その他、町長が必要と認めたとき。 

（利用申請等） 

第10条 予約者は、利用する日以前に対象施設等の規則で定めるところ

により、利用の申請を行わなければならない。ただし、利用申請及び

許可にかかる様式については、各施設で定める様式のほか、予約シス

テムから出力される施設利用申請書（様式第３号）及び施設利用許可

書（様式第４号）によることができるものとする。 

（利用の一時停止） 

第11条 町長は、利用予約者が前条の規定による利用予約の取消しを行

わずに施設を利用しなかったとき、又は利用予約を複数回にわたって

取消しを行う等により他の利用登録者の利用に支障をきたす利用があ

ると認められるときは、施設の使用及び予約システムの利用を一時停

止することができる。 

（利用者の機器等の不具合） 

第12条 町は、利用登録者が予約システムの利用に当たり、利用登録者

のコンピュータ等に生じた何らかの影響又は不具合について一切の責

任を負わない。 

（その他） 

第13条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要

な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年11月１日から施行する。 

（適用） 

２ 教育委員会で管理する施設及び指定管理者に施設管理の代行を行わ

せる施設については、様式３号及び様式第４号中「町長」とあるもの

は、「教育委員会・館長・所長・場長・管理長」又は「指定管理者」

と読み替えて適用する。 



別表（第２条関係） 

 



様式第１号（第４条、第６条、第７条関係） 

 



様式第２号（第５条関係） 

 



様式第３号（第10条関係） 

 



様式第４号（第10条関係） 

 


